
リバーフレンドシップの皆さまへ

リバーフレンドシップ制度に関する内容については
お気軽に河川企画課(Tel:054-221-3035)

または最寄の土木事務所へお問い合わせください！
..

下 田 土 木 事 務 所 (Tel:0558-24-2113)

西伊豆町、東伊豆町、河津町、松崎町、下田市、南伊豆町

静 岡 土 木 事 務 所 (Tel:054-286-9321)

静岡市

熱 海 土 木 事 務 所 (Tel:0557-82-9177)

熱海市、伊東市

島 田 土 木 事 務 所 (Tel:0547-37-5272)

川根本町、島田市、藤枝市、焼津市、牧之原市、吉田町

富 士 土 木 事 務 所 (Tel:0545-65-2227)

富士宮市、富士市

袋 井 土 木 事 務 所 (Tel:0538-42-3216)

森町、磐田市、掛川市、袋井市、菊川市、御前崎市

浜 松 土 木 事 務 所 (Tel:053-458-7268)

浜松市、湖西市

沼 津 土 木 事 務 所 (Tel:055-920-2120)
小山町、御殿場市、裾野市、長泉町、沼津市、清水町、
三島市、函南町、伊豆の国市、伊豆市
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活動中の安全対策について

堤防および高水敷の清掃や除草、
花壇などの草花の維持管理等の河川
美化活動を行ないます。

地域住民や自ら豊かで快適な河川空
間を創造し、身近な環境保護への関
心を高めます。

地域住民 企業 学校リバーフレンド

物品支援

美化活動

ゴミ回収
等の支援

静岡県
県が管理する
河川の一定区間 地元市町

●市町と連携して、活動
団体の取り組みを支援

●活動に必要な物品の
支援

●リバーフレンド、市町、
県の三者で協定を締結し
ます。

●活動によって生じた雑
草、空き缶その他廃棄物
の処分に協力

リバーフレンドシップとは、

地域の方々と行政による協働事業です。

地域の方々、利用者等が

リバーフレンド（川のともだち）となり、

川の清掃や除草等の河川美化活動を行い、

地域全体で身近な河川環境への

関心を高めることを目的としています。

行政としても、県と市町が連携して

活動団体の取組を支援します。

リバーフレンドシップとは？

リバーフレンドシップ活動中の事故（特に草刈機による）が発生しています。

事故を防ぐために、活動にあたっては草刈機などの危険性を十分に認識し、取

扱説明書にしたがって適切に使用するようお願いします。（別紙資料参照）

なお、保護メガネやフェースシールドなどの保護具は継続支援の範囲で支給可

能ですので着用して活動するようお願いします。

また、作業困難箇所の除草などは、土木事務所にご相談ください。


